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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1つのサンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の使用時間を取得するステップ
と、
　前記通信端末の各機能の前記使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して、前記サン
プリングサイクルにおける前記通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求める
ステップと、
　それに応じて、各機能の頻繁な使用の前記継続期間に前記通信端末の各機能を起動する
ステップと
を含む節電方法であって、
　前記通信端末の機能が、ショートメッセージ機能、電話機能、ウェブ検索機能、電力検
出機能を備え、
　前記通信端末が軽度の最適化モードになっているとき、前記通信端末がDRX頻度を低減
し、ページングチャネルを監視する回数を低減し、前記軽度の最適化モードは、前記通信
端末が前記ショートメッセージ機能の頻繁な使用の継続期間中ではなく、前記電話機能の
頻繁な使用の継続期間中でもない状態を指し、
　前記通信端末が中度の最適化モードになっているとき、前記通信端末が隣接セルに対す
る前記ウェブ検索機能および前記電力検出機能を停止し、前記中度の最適化モードは、前
記通信端末が前記軽度の最適化モードになっており、同じサービングセルに常にキャンプ
オンしている状態を指す、節電方法。
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【請求項２】
　前記通信端末の機能が、通信端末スクリーンオフ機能、およびデータサービス機能を備
える、請求項1に記載の節電方法。
【請求項３】
　前記通信端末が重度の最適化モードになっているとき、前記通信端末がデータサービス
を停止して、頻繁なネットワーク対話を無効にし、前記重度の最適化モードは、前記通信
端末が前記中度の最適化モードになっており、スクリーンオフ時間が30分を超えている状
態を指す、請求項2に記載の節電方法。
【請求項４】
　前記通信端末が前記軽度の最適化モードになった後、前記ショートメッセージ機能また
は前記電話機能が再び使用されると、前記DRX頻度およびページングチャネルを監視する
前記回数を通常に戻す、請求項2に記載の節電方法。
【請求項５】
　前記通信端末が前記中度の最適化モードになった後、
　前記通信端末がサービングセルを変更すると、隣接セルに対する前記ウェブ検索機能お
よび前記電力検出機能が通常に戻り、前記通信端末が前記軽度の最適化モードに戻り、
　前記ショートメッセージ機能または前記電話機能が再び使用されると、前記DRX頻度お
よびページングチャネルを監視する前記回数が通常に戻る、
請求項2に記載の節電方法。
【請求項６】
　前記通信端末が前記重度の最適化モードになった後、
　スクリーンが再びオンにされると、前記データサービスが通常に戻り、前記通信端末が
前記中度の最適化モードに戻り、
　前記通信端末がサービングセルを変更すると、隣接セルに対する前記ウェブ検索機能お
よび前記電力検出機能が通常に戻り、前記通信端末が前記軽度の最適化モードに戻り、
　前記ショートメッセージ機能または前記電話機能が再び使用されると、前記DRX頻度お
よびページングチャネルを監視する前記回数が通常に戻る、
請求項3に記載の節電方法。
【請求項７】
　前記通信端末の各機能の前記使用時間に対して統計アルゴリズムを実行するステップが
、具体的には、
　前記通信端末の各機能の前記使用時間に対してフォーマット調整を実行して、同じフォ
ーマットを有する時間データを取得するステップと、
　前記同じフォーマットを有する前記時間データからスケッチ値を抽出し、対応するサン
プルスペースに同じスケッチ値を有する前記時間データを別々に記憶するステップであっ
て、前記スケッチ値が前記通信端末の各機能を識別するために使用される、ステップと、
　前記サンプルスペースに記憶された前記時間データに対して回数統計アルゴリズムを実
行して、前記サイクルにおける前記通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を求めるス
テップと
を含む、請求項1に記載の節電方法。
【請求項８】
　1つのサンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の使用時間を取得するように構
成された取得ユニットと、
　前記通信端末の各機能の前記使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して、前記サン
プリングサイクルにおける前記通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求める
ように構成された統計ユニットと、
　それに応じて、各機能の頻繁な使用の前記継続期間に前記通信端末の各機能を起動する
ように構成された制御ユニットと
を備える節電装置であって、
　前記通信端末の機能が、ショートメッセージ機能、電話機能、電力検出機能、ウェブ検
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索機能、を備え、
　前記制御ユニットが、具体的には、前記通信端末が軽度の最適化モードになっていると
き、前記通信端末がDRX頻度を低減し、ページングチャネルを監視する回数を低減し、前
記軽度の最適化モードは、前記通信端末が前記ショートメッセージ機能の頻繁な使用の継
続期間中ではなく、前記電話機能の頻繁な使用の継続期間中でもない状態を指すように構
成され、
　前記制御ユニットが、前記通信端末が中度の最適化モードになっているとき、前記通信
端末が隣接セルに対する前記ウェブ検索機能および前記電力検出機能を停止し、前記中度
の最適化モードは、前記通信端末が前記軽度の最適化モードになっており、同じサービン
グセルに常にキャンプオンしている状態を指すようにさらに構成される、
節電装置。
【請求項９】
　前記通信端末の機能が、通信端末スクリーンオフ機能、およびデータサービス機能を備
える、請求項8に記載の節電装置。
【請求項１０】
　前記制御ユニットが、前記通信端末が重度の最適化モードになっているとき、前記通信
端末がデータサービスを停止して、頻繁なネットワーク対話を無効にし、前記重度の最適
化モードは、前記通信端末が前記中度の最適化モードになっており、スクリーンオフ時間
が30分を超えている状態を指すようにさらに構成される、請求項9に記載の前記通信端末
の節電装置。
【請求項１１】
　前記制御ユニットが、前記通信端末が前記軽度の最適化モードになった後、前記ショー
トメッセージ機能または前記電話機能が再び使用されると、前記DRX頻度およびページン
グチャネルを監視する前記回数を元に戻すようにさらに構成される、請求項9に記載の前
記通信端末の節電装置。
【請求項１２】
　前記制御ユニットが、前記通信端末が前記中度の最適化モードになった後、
　前記通信端末がサービングセルを変更すると、隣接セルに対する前記ウェブ検索機能お
よび前記電力検出機能を元に戻すことであって、前記通信端末が前記軽度の最適化モード
に戻ることと、
　前記ショートメッセージ機能または前記電話機能が再び使用されると、前記DRX頻度お
よびページングチャネルを監視する前記回数を元に戻すことと
を行うようにさらに構成される、請求項9に記載の前記通信端末の節電装置。
【請求項１３】
　前記制御ユニットが、前記通信端末が前記重度の最適化モードになった後、
　スクリーンが再びオンにされると、前記データサービスを元に戻すことであって、前記
通信端末が前記中度の最適化モードに戻ることと、
　前記通信端末がサービングセルを変更すると、隣接セルに対する前記ウェブ検索機能お
よび前記電力検出機能を元に戻すことであって、前記通信端末が前記軽度の最適化モード
に戻ることと、
　前記ショートメッセージ機能または前記電話機能が再び使用されると、前記DRX頻度お
よびページングチャネルを監視する前記回数を通常に戻すことと
を行うようにさらに構成される、請求項10に記載の前記通信端末の節電装置。
【請求項１４】
　前記統計ユニットが、
　前記通信端末の各機能の使用時間に対してフォーマット調整を実行して、同じフォーマ
ットを有する時間データを取得するように構成されたフォーマット調整モジュールと、
　前記同じフォーマットを有する前記時間データからスケッチ値を抽出し、対応するサン
プルスペースに同じスケッチ値を有する使用時間データを別々に記憶するように構成され
た記憶モジュールであって、前記スケッチ値が前記通信端末の各機能を識別するために使
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用される、記憶モジュールと、
　前記サンプルスペースに記憶された前記時間データに対して回数統計アルゴリズムを実
行して、前記サイクルにおける前記通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を求めるよ
うに構成された回数統計アルゴリズムモジュールと
を備える、請求項8に記載の前記通信端末の節電装置。
【請求項１５】
　電源モジュールと、記憶装置と、中央処理装置(CPU)と、入力/出力(I/O)処理モジュー
ルと、無線周波数モジュールと、アプリケーションプログラムモジュールと、節電装置と
を備える通信端末であって、前記節電装置が、具体的には、
　1つのサンプリングサイクルにおける前記通信端末の前記アプリケーションプログラム
モジュール内の各機能モジュールの使用時間を取得し、
　前記通信端末の各機能モジュールの前記使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して
、前記サンプリングサイクルにおける前記通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別
々に求め、
　それに応じて、各機能の頻繁な使用の前記継続期間に前記通信端末の各機能を起動する
ように構成され、
　前記通信端末の機能が、ショートメッセージ機能、電話機能、ウェブ検索機能、電力検
出機能を備え、
　前記通信端末は、前記通信端末が軽度の最適化モードになっているとき、前記通信端末
がDRX頻度を低減し、ページングチャネルを監視する回数を低減するように構成され、前
記軽度の最適化モードは、前記通信端末が前記ショートメッセージ機能の頻繁な使用の継
続期間中ではなく、前記電話機能の頻繁な使用の継続期間中でもない状態を指し、
　前記通信端末は、前記通信端末が中度の最適化モードになっているとき、前記通信端末
が隣接セルに対する前記ウェブ検索機能および前記電力検出機能を停止し、前記中度の最
適化モードは、前記通信端末が前記軽度の最適化モードになっており、同じサービングセ
ルに常にキャンプオンしている状態を指すように構成される、
前記通信端末。
【請求項１６】
　前記アプリケーションプログラムモジュールが、ショートメッセージ機能モジュール、
電話機能モジュール、ウェブ検索機能モジュール、電力検出機能モジュール、通信端末ス
クリーンオフ機能モジュールを備える、請求項15に記載の通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス通信の分野に関し、特に、節電方法、装置および通信端末に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンの導入以来、待機電力消費は常に問題となっている。待機状態における
スマートフォンは、ページングチャネルを監視する、サービングセル電力を検出する、お
よび近隣セルを探索するなどのルーチンタスクを終了する必要があるだけでなく、データ
サービスの同期およびデータリンクハートビートの維持などのタスクを処理する必要があ
るので、待機電力消費は激しく上昇し、スマートフォンの待機時間に大きな影響を与える
。一方、スマートフォンのリアルタイム機能の大半はデータサービスネットワークによっ
てサポートされる必要があるので、待機状態では、リンクハートビートパケットは基地局
の大量のワイヤレスチャネルリソースを消費し、より悪い場合には、基地局の故障を引き
起こすことさえあり得る。実際には、スマートフォンユーザにとっては上述の機能の非常
に小さい部分だけが重要であるので、スマートフォンは常に、いつでもどこでもすべての
機能が起動された状態になっている。
【０００３】
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　上述の技術的問題を解決するため、現在使用されている一般的な技術は不連続受信(Dis
continuous Reception、略してDRX)であり、すなわち、スマートフォンは、待機電力消費
を低減するために、ワイヤレス通信チャネルの監視を停止し、一定の期間内にスリープ状
態に入り、ある特定の時間間隔ごとのみにウェイクアップされる。具体的には、スマート
フォンをウェイクアップするための時間間隔は基地局のセルブロードキャストで通知され
、その他の間は、スマートフォンはスリープ状態に入り得る。
【０００４】
　しかしながら、上述のDRX技術を実施するプロセスにおいて、発明者は、DRXウェイクア
ップに加えて、データサービスの同期もスマートフォンをウェイクアップする可能性があ
り、このことが待機電流の増加を引き起こすこと、さらに、DRX技術は固定サイクルでウ
ェイクアップを実施し、スマートフォンが使用中でないときでさえ、やはりスマートフォ
ンがウェイクアップされる可能性があり、このことがスマートフォンの電力消費を増加さ
せることを見出した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、待機状態における通信端末のウェイクアップ回数を低減すること
によって通信端末の電力消費を低減し、待機時間を延ばす、節電方法、装置および通信端
末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的を達成するため、本発明の実施形態は以下の技術的解決策を採用する。
【０００７】
　一態様によれば、節電方法が提供され、この方法は、
　1つのサンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の使用時間を取得するステップ
と、
　通信端末の各機能の使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して、サンプリングサイ
クルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求めるステップと、
　それに応じて、各機能の頻繁な使用の継続期間に通信端末の各機能を起動するステップ
と
を含む。
【０００８】
　別の態様によれば、節電装置が提供され、この節電装置は、
　1つのサンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の使用時間を取得するように構
成された取得ユニットと、
　通信端末の各機能の使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して、サンプリングサイ
クルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求めるように構成された
統計ユニットと、
　それに応じて、各機能の頻繁な使用の継続期間に通信端末の各機能を起動するように構
成された制御ユニットと
を含む。
【０００９】
　別の態様によれば、通信端末が提供され、この通信端末は、電源モジュールと、記憶装
置と、中央処理装置(CPU)と、入力/出力(I/O)処理モジュールと、無線周波数モジュール
と、アプリケーションプログラムモジュールと、節電装置とを含み、節電装置は、具体的
には、
　1つのサンプリングサイクルにおける通信端末のアプリケーションプログラムモジュー
ル内の各機能モジュールの使用時間を取得し、
　通信端末の各機能モジュールの使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して、サンプ
リングサイクルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求め、
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　それに応じて、各機能の頻繁な使用の継続期間に通信端末の各機能を起動する
ように構成される。
【００１０】
　本発明の実施形態は、節電方法、装置および通信端末を提供する。1つのサンプリング
サイクルにおける通信端末の各機能の使用時間が取得され、通信端末の各機能の使用時間
に対して統計アルゴリズムが実行されて、サンプリングサイクルにおける通信端末の各機
能の頻繁な使用の継続期間を別々に求め、それに応じて、通信端末の各機能が各機能の頻
繁な使用の継続期間に起動される。このようにして、通信端末は、対応する各機能のみを
各機能の頻繁な使用の継続期間に起動し、それにより、待機状態における通信端末のウェ
イクアップ回数を低減し、通信端末の電力消費を低減し、待機時間を延ばす。
【００１１】
　本発明の実施形態または従来技術における技術的解決策についてより明確に説明するた
めに、実施形態または従来技術について説明するのに必要な添付の図面を以下で簡単に紹
介する。以下の説明における添付の図面は本発明のいくつかの実施形態を示すものにすぎ
ず、それでもなお、当業者が創造的な努力なしにこれらの添付の図面から他の図面を得る
ことができることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態1による節電方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態1によるサンプリング方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態2による節電装置の概略構造図である。
【図４】本発明の実施形態2による別の節電装置の概略構造図である。
【図５】本発明の実施形態2による制御ユニットの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態における技術
的解決策について以下で明確かつ完全に説明する。説明される実施形態は、本発明の実施
形態のすべてではなく、一部にすぎないことは明らかである。創造的な努力なしに本発明
の実施形態に基づいて当業者によって得られるすべての他の実施形態は、本発明の保護範
囲内に入るものである。
【００１４】
実施形態1
　図1に示すように、本発明の実施形態は、以下を含む節電方法を提供する。
【００１５】
　S101。1つのサンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の使用時間を取得する。
具体的には、サンプリングサイクルは10～60日間、好ましくは、10日間とすることができ
る。通信端末の機能は、ショートメッセージ機能、電話機能、通信端末スクリーンオフ機
能、ウェブ検索機能、電力検出機能、およびデータサービス機能を含む。データサービス
機能は、インターネットアクセス機能、メールボックス機能、ビデオ機能、およびGPRS機
能を指す。
【００１６】
　本実施形態の説明においてこれらの機能が使用されるが、実際の適用例では、通信端末
の機能はこれらの機能に限定されないことに留意されたい。
【００１７】
　S102。通信端末の各機能の使用時間に対して統計アルゴリズムを実行して、サンプリン
グサイクルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求める。
【００１８】
　具体的には、通信端末の各機能の使用時間に対して統計アルゴリズムを実行するプロセ
スが図2に示されている。
　　(1)時間フォーマットを調整する。各機能の取得された使用時間は各機能ソフトウェ
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アモジュールインターフェースからのものであり、フォーマットが異なるので、解析およ
び処理を容易にするために、通信端末の各機能の使用時間に対してフォーマット調整を実
行する必要がある。
　　(2)時間を記録する。同じフォーマットを有する時間データからスケッチ値(sketch v
alue)が抽出され、同じスケッチ値の使用時間が記録され、ここで、スケッチ値は通信端
末の各機能を識別するために使用される。
　　(3)記録された時間をデータサンプルスペースに記憶し、ここで、サンプルスペース
は不揮発性メモリを指す。
　　(4)サンプルスペース内のサンプルデータが十分であるかどうかを判断する。十分で
ある場合、サンプルデータに対して回数統計アルゴリズムを実行し、十分でない場合、通
信端末の各機能の使用時間を取得し続ける。
　　(5)回数統計アルゴリズムを実行する。具体的には、説明のためにショートメッセー
ジ機能が使用され、ここで、Table 1(表1)に示すように、サンプリングサイクルは10日間
である。
【００１９】
【表１】

【００２０】
　　　(a)最初に、時間を12の範囲、すなわち、0:00～2:00(表の2:00に対応する)、2:00
～4:00(表の4:00に対応する)、4:00～6:00(表の6:00に対応する)、6:00～8:00(表の8:00
に対応する)、8:00～10:00(表の10:00に対応する)、10:00～12:00(表の12:00に対応する)
、12:00～14:00(表の14:00に対応する)、14:00～16:00(表の16:00に対応する)、16:00～1
8:00(表の18:00に対応する)、18:00～20:00(表の20:00に対応する)、20:00～22:00(表の2
2:00に対応する)、22:00～24:00(表の0:00に対応する)に分ける。
　　　(b)サンプルスペースに記憶されたショートメッセージ機能の使用時間に従って、1
日の各範囲におけるショートメッセージ機能の使用時間の数を数え、合計10日間における
統計を収集する。
　　　(c)10日間内の各範囲におけるショートメッセージ機能の使用時間の数の平均を求
め、ショートメッセージ機能の頻繁な使用の期間として、最大平均値を有する3つの範囲
を選択する。
　　(6)統計処理をスリープ状態または一時停止状態に切り替える。
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好ましくは、統計データは、異なる期間にユーザによって頻繁に使用される通信端末の異
なる機能によるサンプルデータを更新することによって、再取得され得る。したがって、
統計処理は以下をさらに含み得る。
　　(7)データ更新期間が満了しているかどうかを判断する。満了している場合、サンプ
ルスペース内の元のデータをクリアし、S101を再び実行する。満了していない場合、統計
処理をスリープ状態または一時停止状態に切り替え、S103を実行する。本方法の実施形態
では、更新期間は1ヶ月であるが、実際の適用例では1ヶ月に限定されない。
【００２１】
　S103。それに応じて、各機能の頻繁な使用の継続期間に通信端末の各機能を起動する。
【００２２】
　具体的には、説明のためにショートメッセージ機能が使用される。Table 1(表1)に示す
ように、統計結果の平均に従って選択された、ショートメッセージ機能の最も頻繁な使用
の3つの期間は、10:00～12:00、16:00～18:00および18:00～20:00であり、したがって、
ショートメッセージ機能はこれらの3つの期間に起動される。
【００２３】
　同様に、上述の方法を採用することによって取得された、電話機能の頻繁な使用の期間
は、8:00～10:00、16:00～18:00および18:00～20:00であり、したがって、電話機能はこ
れらの3つの期間に起動される。
【００２４】
　ショートメッセージ機能および電話機能は両方とも、DRX頻度とページングチャネルを
監視する回数とに関係するので、たとえば、ショートメッセージ機能および電話機能のま
れな使用の期間、すなわち、0:00～8:00、10:00～16:00および20:00～0:00に、ショート
メッセージ機能および電話機能に関係する機能の使用を一時的に低減することができ、DR
X頻度を低減し、ページングチャネルを監視する回数を低減する。このように、通信端末
の電力消費を低減することができ、待機時間を延ばすことができることは明らかである。
【００２５】
　本実施形態によって提供される方法の説明においてショートメッセージ機能および電話
機能が使用され、本方法は通信端末の任意の他の機能にも適用可能であることは明らかで
あり、通信端末は携帯電話、パーソナルハンディフォンシステムまたはコードレス電話で
あってもよいことに留意されたい。好ましくは、本実施形態における通信端末はスマート
フォンである。
【００２６】
　本発明の実施形態によって提供される節電方法では、1つのサンプリングサイクルにお
ける通信端末の各機能の使用時間が取得され、各機能の使用時間に対して統計アルゴリズ
ムが実行されて、サンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期
間を別々に求め、それに応じて、通信端末の各機能が各機能の頻繁な使用の継続期間に起
動される。このようにして、通信端末は、対応する各機能のみを各機能の頻繁な使用の継
続期間に起動し、それにより、待機状態における通信端末のウェイクアップ回数を低減し
、通信端末の電力消費を低減し、待機時間を延ばす。
【００２７】
　好ましくは、モード分類は、ショートメッセージ機能、電話機能、通信端末スクリーン
オフ機能、ウェブ検索機能、電力検出機能およびデータサービス機能のまれな使用の期間
における通信端末に対して自動的に実施され得、節電の最適化は、様々なモードに従って
、まれな使用の期間に実行される。具体的な方法は以下のとおりである。
【００２８】
　通信端末がショートメッセージ機能の頻繁な使用の継続期間中ではなく、電話機能の頻
繁な使用の継続期間中でもないとき、通信端末は軽度の最適化モードになる。この場合、
通信端末はショートメッセージ機能および電話機能に関係するDRX頻度を低減し、ページ
ングチャネルを監視する回数を低減する。
【００２９】
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　例示的には、上述の方法を採用することによって取得された0:00～8:00、10:00～16:00
および20:00～0:00の期間は、通信端末がショートメッセージ機能の頻繁な使用の継続期
間中ではなく、電話機能の頻繁な使用の継続期間中でもない、すなわち、通信端末が軽度
の最適化モードになっている期間である。この場合、通信端末はショートメッセージ機能
および電話機能に関係するDRX頻度を低減し、ページングチャネルを監視する回数を低減
する。
【００３０】
　通信端末が、軽度の最適化モードになっている期間中であり、同じサービングセルに常
にキャンプオンしているとき、通信端末は中度の最適化モードになる。この場合、通信端
末は隣接セルに対するウェブ検索機能および電力検出機能を停止する。
【００３１】
　例示的には、通信端末が軽度の最適化モードになっており、かつ通信端末が同じサービ
ングセルにキャンプオンしている継続期間が5分を超えていることを検出したとき、通信
端末は中度の最適化モードになる。この場合、通信端末は隣接セルに対するウェブ検索機
能および電力検出機能を停止する。
【００３２】
　通信端末が、中度の最適化モードになっている期間中であり、スクリーンオフ時間が30
分を超えているとき、通信端末は重度の最適化モードになる。この場合、通信端末はデー
タサービスを停止して、頻繁なネットワーク対話を無効にする。
【００３３】
　このようにして、モードを使用して、ネットワーク接続を自動的に切断し、このことに
よりデータサービストラフィックおよびハートビートの数が低減し、さらに、それに応じ
て、隣接セルに対するウェブ検索機能が停止され、このことにより不要なセル再選択が低
減し、通信端末の電力消費が低減し、待機時間が延びる。
【００３４】
　本方法の説明においてショートメッセージ機能、電話機能、通信端末スクリーンオフ機
能、ウェブ検索機能、電力検出機能、およびデータサービス機能が使用され、実際の適用
例では、通信端末の機能はこれらの機能に限定されず、さらに、通信端末は携帯電話、パ
ーソナルハンディフォンシステムまたはコードレス電話であってもよいことに留意された
い。好ましくは、本実施形態における通信端末はスマートフォンである。
【００３５】
　さらに、通信端末が軽度の最適化モードになった後、ショートメッセージ機能または電
話機能が再び使用された場合、DRX頻度およびページングチャネルを監視する回数が通常
に戻る。
【００３６】
　同様に、通信端末が中度の最適化モードになった後、通信端末がサービングセルを変更
すると、隣接セルに対するウェブ検索機能および電力検出機能が通常に戻り、通信端末は
軽度の最適化モードに戻り、ショートメッセージ機能または電話機能が再び使用されると
、DRX頻度およびページングチャネルを監視する回数が元に戻る。
【００３７】
　通信端末が重度の最適化モードになった後、スクリーンが再びオンにされると、データ
サービスが通常に戻り、通信端末は中度の最適化モードに戻り、通信端末がサービングセ
ルを変更すると、隣接セルに対するウェブ検索機能および電力検出機能が通常に戻り、通
信端末は軽度の最適化モードに戻り、ショートメッセージ機能または電話機能が再び使用
されると、DRX頻度およびページングチャネルを監視する回数が通常に戻る。
【００３８】
　このようにして、通信端末の電力消費を低減することができ、通信端末の通常動作は影
響を受けない。
【００３９】
実施形態2
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　図3に示すように、本発明の実施形態は節電装置30を提供し、この装置は取得ユニット3
01と、統計ユニット302と、制御ユニット303とを含む。
【００４０】
　取得ユニット301は、1つのサンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の使用時間
を取得するように構成される。
【００４１】
　具体的には、通信端末の機能は、ショートメッセージ機能、電話機能、通信端末スクリ
ーンオフ機能、ウェブ検索機能、電力検出機能、およびデータサービス機能を含む。デー
タサービス機能は、インターネットアクセス機能、メールボックス機能、ビデオ機能、お
よびGPRS機能を指す。本実施形態の説明においてこれらの機能が使用されるが、実際の適
用例では、通信端末の機能はこれらの機能に限定されないことに留意されたい。さらに、
サンプリングサイクルは10～60日間、好ましくは、30日間とすることができる。
【００４２】
　統計ユニット302は、通信端末の各機能の使用時間に対して統計アルゴリズムを実行し
て、サンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別々に求
めるように構成される。
【００４３】
　制御ユニット303は、それに応じて、各機能の頻繁な使用の継続期間に通信端末の各機
能を起動するように構成される。
【００４４】
　このようにして、通信端末は、ユーザの習慣に従った通信端末の各機能の使用時間に対
してサンプリングを実行して、それに応じて、通信端末の各機能を起動するように、各機
能の頻繁な使用の継続期間を取得することができ、使用されていないまたは使用される可
能性が低い機能を解析によって特定し、それに応じて、各機能を停止する。通信端末の電
力消費を低減することができ、通信端末の待機時間を延ばすことができることは明らかで
ある。
【００４５】
　さらに、図4に示すように、統計ユニット302は、
　通信端末の各機能の使用時間に対してフォーマット調整を実行するように構成されたフ
ォーマット調整モジュール3021と、
　同じフォーマットを有する時間データからスケッチ値を抽出し、対応するサンプルスペ
ースに同じスケッチ値を有する使用時間データを別々に記憶するように構成された記憶モ
ジュール3022であって、スケッチ値が通信端末の各機能を識別するために使用される、記
憶モジュール3022と、
　サンプルスペースに記憶された時間データに対して回数統計アルゴリズムを実行するよ
うに構成された回数統計アルゴリズムモジュール3023と
をさらに含む。
【００４６】
　本発明の実施形態によって提供される節電装置は、1つのサンプリングサイクルにおけ
る通信端末の各機能の使用時間を取得し、各機能の使用時間に対して統計アルゴリズムを
実行して、サンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の頻繁な使用の継続期間を別
々に求め、それに応じて、通信端末の各機能を頻繁な使用の継続期間に起動する。このよ
うにして、通信端末は、対応する各機能のみを各機能の頻繁な使用の継続期間に起動し、
それにより、待機状態における通信端末のウェイクアップ回数を低減し、通信端末の電力
消費を低減し、待機時間を延ばす。
【００４７】
　好ましくは、モード分類は、ショートメッセージ機能、電話機能、通信端末スクリーン
オフ機能、ウェブ検索機能、電力検出機能およびデータサービス機能のまれな使用の期間
における通信端末の状態に対して自動的に実行され得、まれな使用の継続期間に関係する
待機動作は、様々なモードに従って、まれな使用の期間状態において一時的に停止され得
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る。図5に示すように、制御ユニット303は、
　通信端末が軽度の最適化モードになっているときに、DRX頻度を低減し、ページングチ
ャネルを監視する回数を低減するように構成された軽度の最適化モードモジュール3031で
あって、軽度の最適化モードは、通信端末がショートメッセージ機能の頻繁な使用の継続
期間中ではなく、電話機能の頻繁な使用の継続期間中でもない状態を指す、軽度の最適化
モードモジュール3031と、
　通信端末が中度の最適化モードになっているときに、隣接セルに対するウェブ検索機能
および電力検出機能を停止するように構成された中度の最適化モードモジュール3032であ
って、中度の最適化モードは、通信端末が軽度の最適化モードになっており、同じサービ
ングセルに常にキャンプオンしている状態を指す、中度の最適化モードモジュール3032と
、
　通信端末が重度の最適化モードになっているときに、データサービスを停止して、頻繁
なネットワーク対話を無効にするように構成された重度の最適化モードモジュール3033で
あって、重度の最適化モードは、通信端末が中度の最適化モードになっており、スクリー
ンオフ時間が30分を超えている状態を指す、重度の最適化モードモジュール3033と
をさらに含み得る。
【００４８】
　このようにして、モードを使用して、ネットワーク接続を自動的に切断し、このことに
よりデータサービストラフィックおよびハートビートの数が低減し、さらに、それに応じ
て、隣接セルに対するウェブ検索機能が停止され、このことにより不要なセル再選択が低
減し、通信端末の電力消費が低減し、待機時間が延びる。
【００４９】
　軽度の最適化モードモジュール3031は、通信端末が軽度の最適化モードになった後、シ
ョートメッセージ機能または電話機能が再び使用された場合、DRX頻度およびページング
チャネルを監視する回数を通常に戻すようにさらに構成される。
【００５０】
　中度の最適化モードモジュール3032は、通信端末が中度の最適化モードになった後、通
信端末がサービングセルを変更すると、隣接セルに対するウェブ検索機能および電力検出
機能を元に戻すことであって、通信端末が軽度の最適化モードに戻ることと、ショートメ
ッセージ機能または電話機能が再び使用されると、DRX頻度およびページングチャネルを
監視する回数を元に戻すこととを行うようにさらに構成される。
【００５１】
　重度の最適化モードモジュール3033は、通信端末が重度の最適化モードになった後、ス
クリーンが再びオンにされると、通信端末が中度の最適化モードに戻るように、データサ
ービスを元に戻すことと、通信端末がサービングセルを変更すると、隣接セルに対するウ
ェブ検索機能および電力検出機能を元に戻すことであって、通信端末が軽度の最適化モー
ドに戻ることと、ショートメッセージ機能または電話機能が再び使用されると、DRX頻度
およびページングチャネルを監視する回数を元に戻すこととを行うようにさらに構成され
る。
【００５２】
　このようにして、通信端末の電力消費を低減することができ、通信端末の通常動作は影
響を受けない。
【００５３】
実施形態3
　本発明の実施形態によって提供される通信端末は、電源モジュールと、記憶装置と、中
央処理装置(CPU)と、入力/出力(I/O)処理モジュールと、無線周波数モジュールと、アプ
リケーションプログラムモジュールと、節電装置とを含み、節電装置は、具体的には、1
つのサンプリングサイクルにおける通信端末のアプリケーションプログラムモジュール内
の各機能モジュールの使用時間を取得し、通信端末の各機能モジュールの使用時間に対し
て統計アルゴリズムを実行して、サンプリングサイクルにおける通信端末の各機能の頻繁
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な使用の継続期間を別々に求め、それに応じて、各機能の頻繁な使用の継続期間に通信端
末の各機能を起動するように構成される。
【００５４】
　具体的には、アプリケーションプログラムモジュールは、ショートメッセージ機能モジ
ュール、電話機能モジュール、ウェブ検索機能モジュール、電力検出機能モジュール、お
よび通信端末スクリーンオフ機能モジュールを含む。
【００５５】
　このようにして、本発明の実施形態によって提供される通信端末は、対応する各機能の
みをアプリケーションプログラムモジュール内の各機能モジュールの頻繁な使用の継続期
間に起動し、それにより、待機状態における通信端末のウェイクアップ回数を低減し、通
信端末の電力消費を低減し、待機時間を延ばす。
【００５６】
　上述の説明は本発明の特定の実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものでは
ない。本発明に開示された技術的範囲内にある、当業者によって容易に理解される任意の
変形または置換は、本発明の保護範囲内に入るものとする。したがって、本発明の保護範
囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
【符号の説明】
【００５７】
　　30　節電装置
　　301　取得ユニット
　　302　統計ユニット
　　303　制御ユニット
　　3021　フォーマット調整モジュール
　　3022　記憶モジュール
　　3023　回数統計アルゴリズムモジュール
　　3031　軽度の最適化モードモジュール
　　3032　中度の最適化モードモジュール
　　3033　重度の最適化モードモジュール
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